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高
知
県
お
よ
び
県
内
各
市
町
村

で
は
、
平
成
２２
年
度
よ
り
個
人
住

民
税
の
特
別
徴
収
の
完
全
実
施
に

向
け
た
取
り
組
み
を
合
同
で
推
進

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
事
業
主
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
特
別
徴
収
と
は
、
給
与
支
払
者

（
雇
い
主
）が
、
給
与
所
得
者
（
従

業
員
）
に
か
か
っ
て
い
る
町
県
民

税
を
給
与
支
払
者
が
毎
月
の
従
業

員
の
給
与
か
ら
天
引
き
し
て
、
こ

れ
を
翌
月
の

１０
日
ま
で
に
市
町
村

に
納
め
る
方
法
の
こ
と
で
す
。

　
原
則
と
し
て
、
所
得
税
を
源
泉

徴
収
し
て
い
る
事
業
所
な
ど
（
給

与
支
払
者
）
は
、
従
業
員
の
個
人

住
民
税
を
特
別
徴
収
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

◆
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

従
業
員
の
方
は
…

・
金
融
機
関
な
ど
に
出
向
く
手
間

が
省
け
ま
す

　
毎
月
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま

す
の
で
、
納
め
忘
れ
が
無
く
、
毎

期
ご
と
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
１
期
あ
た
り
の
負
担
が
少
な
く

な
り
ま
す

　
１
年
分
の
税
額
を

１２
回
に
分
け

る
の
で
、
普
通
徴
収
（
年
４
回
）

と
比
べ
、
１
回
あ
た
り
の
納
付
額

が
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

事
業
所
は
…

・
所
得
税
の
よ
う
に
税
額
計
算
や

年
末
調
整
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
（
事
務
は
と
て
も
簡
単
で
す
）

　
通
知
書
お
よ
び
納
付
書
は
す
べ

て
印
字
さ
れ
た
も
の
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
、
事
業
所
の
方
が
作
成

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
特
別
徴
収
は
確
定
し
た

税
額
に
対
す
る
事
務
な
の
で
、
所

得
税
の
源
泉
徴
収
の
よ
う
に
事
業

所
の
方
が
個
々
の
毎
月
の
収
入
や

社
会
保
険
料
な
ど
に
応
じ
て
税
額

計
算
や
年
末
調
整
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

◆
特
別
徴
収
の
流
れ

特
別
徴
収
義
務
者
（
給
与
支
払
者
）

①
給
与
支
払
者
は
、
毎
年
１
月

３１

日
ま
で
に
役
場
に
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
し
ま
す
。

※
総
括
表
や
給
与
支
払
報
告
書
へ

特
別
徴
収
を
す
る
旨
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

役
場

②
提
出
さ
れ
た
報
告
・
申
告
な
ど

に
よ
り
役
場
が
税
額
計
算
し
ま

す
。

③
税
額
決
定
し
、
給
与
支
払
者
へ

必
要
書
類
の
送
付
（
５
月
上
旬

頃
に
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書

な
ど
必
要
な
書
類
を
送
付
し
ま

す
。）

特
別
徴
収
義
務
者
（
給
与
支
払
者
）

④
給
与
支
払
者
は
特
別
徴
収
税
額

の
通
知
書
（
納
税
義
務
者
用
）

を
個
人
ご
と
に
切
り
離
し
、
従

業
員
の
方
に
渡
し
ま
す
。

⑤
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
（
特

別
徴
収
義
務
者
用
）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
月
割
額
を
従
業
員
の

方
の
毎
月
の
給
料
か
ら
天
引
き

し
ま
す
。

⑥
天
引
き
し
て
い
た
だ
い
た
住
民

税
を
納
入
書
で
翌
月

１０
日
ま
で

に
最
寄
り
の
金
融
機
関
な
ど
に

納
入
し
ま
す
。

　
ご
み
を
燃
や
す
と
悪
臭
や
煙
に

よ
る
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
だ

け
で
な
く
、
煙
な
ど
に
よ
り
人
へ

の
健
康
被
害
を
引
き
起
こ
し
て
し

ま
い
ま
す
。

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
た
ご
み

の
、
基
準
外
焼
却
炉
な
ど
を
使
用

し
て
の
焼
却
や
野
焼
き
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ご
み
は
定
め
ら
れ
た
処
理
方
法

で
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

【
罰
則
規
定
】

５
年
以
下
の
懲
役
、
ま
た
は
１
０

０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
ま
た
は

こ
の
併
科
）
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

◆
家
庭
か
ら
出
た
ご
み
や
事
業
系

一
般
廃
棄
物
は
？

　
家
庭
ご
み
は
分
別
し
黒
潮
町
の

ご
み
収
集
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
集
積
所
に

は
出
さ
ず
に
幡
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
へ
直
接
持
ち
込
む
か
、
黒
潮

町
が
許
可
し
た
収
集
・
運
搬
業
者

に
委
託
し
、
責
任
を
持
っ
て
処
理

し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

野
焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

個
人
住
民
税
（
町
県
民
税
）

特
別
徴
収
実
施
の
お
願
い

〜
給
与
支
払
者
（
雇
い
主
）
の

皆
さ
ん
へ
〜

①給与支払報告書を提出
　（１月３１日まで）

④納税義務者へ特別徴
　収税額の通知

⑥住民税を納入
　（翌月１０日まで）

役場
②税額を計算

特別徴収義務者
（給与支払者）

納税義務者
（給与所得者）

役場
②税額を計算

特別徴収義務者
（給与支払者）

納税義務者
（給与所得者）

③特別徴収税額通知
　（５月３１日まで）⑤給与から税を天引き

　（６月～翌年５月まで）
　（毎月の給与支払日）

【お問い合わせ】本庁 税務課 住民税係 蕁43－2816（直通）　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係 蕁55－3113（直通）
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